
障害音の自立支腰

に取り組んで
中西正司（ヒューマンケア協会代表）

　自立生活センターをやっておりますヒュー

マンケア協会の中西です。障害者サイドから

高齢者の皆さんにメッセージを伝えたいと思

います。これまで高齢者と障害者は縦割り杜

会の中で分断されてきました。そのために福

祉の介護保険と障害者のサービスはまったく

別立てのシステムとして動いています。

　私ども自立生活センターは1986年に、八王

子のヒューマンケア協会が設立されたのが第

1号で、今では全国96カ所の自立生活センタ

ーが14年経った今動いております。障害者自

立生活センターは障害者自身がこれまで福祉

のサービスの受け手であったところから、サ

ービスの担い手になっていこう、我々自身が

サービスを提供しようということです。

　日本の杜会福祉は我々利用者の立場に立っ

たものではありません。我々が望まない施設

が作られています。私のような重度の障害者

は最終的にリハビリテーションが終わると施

設に行くコースが用意されてしまいます。一

般の社会から分離されたところでの生活を余

儀なくされるというシステムができあがって

います。これは我々が望むものではありませ

ん。

地域社会の中で最後まで暮らしていきたい、

我々は一般社会と同じように学業を得て就職

もし暮らしていきたいという考え方をもって

います。私のような重度障害になった場合地

域の中でどうやって暮らしていくかその方法

がまったく見いだせないままできました。

　そこで我々は福祉サービス自体を自分自身

で作り上げていこう、社会にないものであれ

ば仕事も白分たちで作り出していこうという

ところからスタートしています。自立生活セ

ンターの理念というのは運営規約の中で運営

委員の51％は障害者であること、代表、事務

局長は障害者であること、そんなふうに言圓っ

ています。あくまでも当事者主体でやってい

こうということです。重度の障害者が地域で

暮らしていけるよう、ピアカウンセリング、

自立生活プログラム、リフトサービスを障害

者自身が提供しています。

　介護サービスにおいては私どものセンター

には400名の介護者が登録しており、年間5万

時間を超えるサービスを提供しています。発

足時から対象、内容、時間は全て無制限とい

うことでサービスを行っています。利用者サ

イドに立てばサービスの二一ズは夜中の2時
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であろうが、早朝の4時であろうがトイレに

行きたい人はいるわけです。サービスの二一

ズを受けとめていこう。我々が内容を決める

のではなく、利用者が内容を決める。

　これまでの福祉は上の方から9時～5時の時

間帯ときめられています。しかも大変なので

トイレ・入浴の介助は無しというようなサー

ビスが提供されてきたのがこれまでの地域杜

会で、これでは我々が杜会参加をしようとし

ても9時～5時で家庭にいなければホームヘ

ルプを受けられないことになります。我々は

ホームヘルパーのことを「ホーム・バウン

ド・ケア」、つまり「家の中に閉じこめるため

のサービス」と表現してきました。

　早朝の7時に介護者が来て、9時には杜会

参加の場にいて、夕方の5時までは仕事場に

いて、そこから帰ってきて、入浴し、食事を

し、夜の11時まで起きていたい。介護サービ

スとはその生活を守るものがサービスであろ

う。まったく我々の生活を無視した介護サー

ビスが提供されるのであれば、我々自身でサ

ービスを作ってしまおう。そして地域杜会の

中にこういう二一ズがあるんだと杜会に訴え

ていってそれを国の制度にしていこうという

考えに立ってサービスを開始しました。

　そして10年たって国は我々のサービスを認

めて、障害者生活支援事業を私どもの方に委

託してきました。それは我々のサービスを国

が認めたということです。要綱についてもど

う書いたらいいか聞いてくる厚生省の官僚の

「ピアカウンセリングを5行にまとめて」の依

頼に私が文章を起草し、それが要綱となって

国の制度となりました。

　国自身が我々が作ったサービスを認めなけ

れば地域コミュニティサービスを作れなくな

っている時代になっています。地域杜会に適

した国のサービスというのは今のところ一切

ありません。官僚には施設系列で作ってきた

サービスしか想像できないし、箱モノを作っ

て職員を入れるということは誰にでもできる

わけですが、我々のように二一ズに合ったサ

ービスを作り上げていくということは国には

できません。地域に二一ズがおこり、それに

合ったサービスを我々が作り出し、それを国

がシステムにしていくということは基本的な

考え方だと思っております。

　一方、高齢社会に伴い介護保険が2000年か

ら始まりました。2005年には障害者を介護保

険に組み込もうとする動きがあります。障害

者サイドでは1970年代に施設での人権侵害問

題が起こりまして、施設で月に40万かかるの

であれば、地域社会で40万使わせろという運

動が世界中で起こりました。日本でも2年間

の都庁前の座り込み闘争を経て、介護者を白

分自身で地域で使えるというシステムができ

あがりました。それが登録ヘルパー制度とい

うシステムです。

　高齢者はこれまでの人生で介助を受けたこ

とがないという状態から今の介護保険が始ま

っています。これまでは憐れみの福祉という

形で福祉サービスが行われてきています。高

齢者にとって介護を受けることはある意味で

さげすみを受けることであり、恥ずかしいこ

とであり、それは自分にとって価値を下げる

ことだと考えていらっしゃいます。我々障害

者は障害を負った時点から介護を受けなけれ

ば地域の中で暮らせません。若年で障害者に

なった人たちは介護を受けることが生活の基
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本になっています。そういう人たちから生ま

れた福祉の理念というのは、介護というもの

は遠慮して受けるものではない。自分自身で

ズボンをはくのに1時間かかるが、介護者に5

分間でやってもらえれば残りの55分を杜会参

加に使った方いいと、私自身介護を受けなけ

れば入浴も一人では出来ません。それを不完

全な人問として「施設へ行くべきだ」と、国

も地方も周囲の人たちも思っています。

　しかし、私は介護を受けることによって地

域の中で400名の介護者を使い、年間5万時間

の介護サービスが提供できる組織を作り上げ

ています。そしてその組織は全国96カ所に広

がっています。そのような活動をするために

私が介助を受けるのが当然であり、介助を受

けることは恥ずかしいことではなく、皆さん

が眼鏡をかけないと字が読めないのと同じ意

味で身辺的な補助を受けるということです。

　自立生活運動というのは1970年代米国で始

まりました。これはリハビリテーションの理

念に対抗して、障害者自身が作り上げてきた

理念です。リハビリテーションの中では障害

を中途で負ったものをできるだけ健常者に近

づけるように訓練に励むべきだ。それがあな

たの人生の目的だ。最終的に健常者に近づか

なければ施設の中で一生くらすべきだ、とい

うふうな理論が構築されてきたわけです。そ

れに対して我々は障害者が介助を受けて地域

で暮らしてもかまわない、という理論を構築

してきました。この自立生活の理論を高齢者

の皆さんと共有したいと思います。高齢者の

方はこれまで地域杜会の中で日本経済の繁栄

を築いてきた人です。そしてその人たちが高

齢者というさげすみの言葉を受けるのではな

く、「ウイアーシニアシチズン」という言葉

で欧米で表現されているように、自分自身は

誇りある杜会の先輩である。尊敬を受けるべ

き存在であると自信を持っていただきたいの

です。そして我々シニアシチズンは介助を受

けて当然だ、介助を受けて杜会参加をしなが

らみんなのために尽くしていくのだという気

概を持ち、自由に介助を受け、ストレスのな

い前向きな人生を、介助を受けながらおくる

ことを共有したいのです。介護保険の中では

杜会参加というものはいっさい認められてい

ません。高齢になってなぜ杜会参加の機会は

ないのか。カラオケは行ってはだめだ、映画

に行ってはだめだ、カルチャーセンターに行

ってはだめだということでは社会参加ができ

ないということです。

　我々障害者は杜会参加をしたいということ

で推薦ヘルパー制度をスタートさせてきまし

た。皆さんは杜会参加ができない介護保険制

度を認めてしまいました。でも高齢者になぜ

社会参加が必要ないのでしょうか。障害者が

杜会参加に介護サービスをつけたから、今日

の集会も介護者をつけて参加できたのです。

介護保険も当然2005年には改正されなければ

なりません。その時には高齢者も杜会参加が

自由にできるようにされなければなりません。

そのために高齢者・障害者は連帯しなければ

いけないと思います。

　2003年には障害基本法の中に杜会参加を位

置付けようと考えています。杜会参加という

言葉は国のどの法の中にも明確に位置付けら

れていません。杜会参加とは「どんな障害を

持った人も介助を受けて、普通の日本国民の

やることをすべてできるように保障する」と
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いうことです。いま厚生省の中では、杜会参

加は単にディケアセンターに通うこと。そこ

でみんなと団らんすることが杜会参加の位置

づけです。

　その杜会参加の位置づけを明確に基本法の

中で改訂させることが2001年の我々の主張で

す。また2003年には社会福祉事業法の改正案

が発効し、その時にはホームヘルプサービス

は指定事業者団体を通してでなければ委託運

営できなくなります。これまで我々が受けて

いる、市役所に介助者と本人が登録すれば使

える推薦ヘルパー制度は業者を通さなければ

使えなくなります。高齢協が提供している介

護サービス、我々が提供している介護サービ

ス、その中で社会参加が出来るホームヘルプ

サービスを提供していくために、2001年から

2002年にかけて社会参加の介助のモデル事業

を国にやらせ、介助サービスの中で杜会参加

をやっても決して介助の垂れ流しにはならな

いことを証明したいと思っています。我々に

介助者が一日中ついていられたらプライバシ

ーもなくて不便でしかたがない。ですからそ

んなに介助サービスを使い放題使う人はいな

いはずです。必要な時間にしか介助サービス

は使われないのです。一般の消費財と介護サ

ービスは意味が違います。出来る限り最小に

しようというモチベーションがもともと働く

ものであれば、出し放題出して使ってもらえ

ばいいじゃないですか。

　この高齢社会を変えていきたい。高齢者が

誇りをもって生きられる社会を作りたい。高

齢になることに恐れを抱くようなそういう杜

会を作ってはならないと思います。

　そして、いま高齢者と障害者が協同して、

障害者と共に社会参加のできる介助サービス

を介護保険の中に実現し、日本の社会の中に

誰もが住みやすい、誰もが誇れる日本の高齢

杜会を創っていきたいと思います。皆さんに

連帯を呼びかけます。そして我々の運動にも

ご協力をお願いしたいと思います。

グループ「たまゆら」の邦楽演奏
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